
 

利用の手続き 

■ サービス利用の流れ 

 

■ モニタリング 

モニタリング実施期間は、利用者の状況等によって市が定める期間ごとに行われます。 

標準的な期間としては、最初の3か月は毎月。その後、6か月に１回モニタリングを行います。但し、誕生月を考

慮してモニタリング期間を定めているため、6か月より短い期間でモニタリングする場合もあります。 

  ※計画作成およびモニタリングのための面談・説明は、児および保護者の「居宅（自宅）」で行うこととなっています。 

 

①障がい児相談支援事業所への相談

②申請

③調査

④障がい児支援利用計画案の作成

⑤支給決定

⑥サービス担当者会議

⑦障がい児支援利用計画の作成

⑧サービス利用の開始

⑨モニタリング
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更新申請 更新申請

更新申請

支給決定

６月目に更新申請

誕生月に更新申請

支給決定

誕生月が利用開始日より６か月未満の場合（例：５月誕生日）

誕生月が利用開始日より６か月以上先の場合（例：１１月誕生日）

１月目 ２月目 ３月目 ６月目 ６月目

１月目 ２月目 ３月目 ７月目 ６月目

以降、

６か月に１回

以降、

６か月に１回

１月目

① サービスの利用を希望する方は、「障がい児相談支援事業所」（P

3）に相談し、利用する「障がい児通所支援事業所」（P2）を決め

ます。 

② 市に申請します。窓口は、本庁福祉課か各支所です。印鑑をご持参

ください。 

③ 市は、保護者に対し「子どもさんの心身の状況」や「利用中の医

療・保健・福祉サービス」等について聞き取り調査をします。 

④ 市は、サービスの利用の申請をした方（保護者）に、「障がい児相

談支援事業所」が作成する「障がい児支援利用計画案」の提出を求

めます。保護者は「障がい児支援利用計画案」を「障がい児相談支

援事業所」に作成してもらい、市町村に提出します。 

⑤ 市町村は、提出された「障がい児支援利用計画案」や「勘案すべき

事項」をふまえ、支給決定します。市が決定する内容は、サービス

の種類と１か月に利用できるサービスの量（日／月）です。 

障がい児通所支援は、国、県および市が利用料の9割を公費で助成

しています。そのため適正な利用を管理する立場にある市が公費で

助成することの要否を決定します。 

⑥ 「障がい児相談支援事業所」は、支給決定された後に、子どもを支

援している関係者を集めサービス担当者会議を開催します。 

⑦ 「障がい児相談支援事業所」は、サービス担当者会議で検討した内

容をふまえ、「障がい児支援利用計画」を作成します。 

⑧ サービス利用が開始されます。 

⑨ サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために期間を定めて

「モニタリング」（計画の見直し等）が実施されます。 

 


